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看護の本魔の実現に柳テぞ  】番護基礎教簡に餓慮をあ冒冒出  

柴 田 患 者＊  

要  旨   

これまで看護は女性の専門的な仕事で，女性は重要な看護の労働力であった．看護  

活動の原形は家庭での家事，養育，病人の世話で，看護の知識は生活において大変有  

用である．しかしながら，これらの要因は看護の特徴の一側面で，看護基礎教育にも  

注目しなければならず，また，女性にとっても看護師は仕事として魅力的である．そ  

のため，看護が女性によって担われてきたのは，看護者の需要供給，看護サービスを  

取り巻く社会状況といったそれぞれが複雑に絡み合っていたからである．しかし，現  

在，看護領域に関連したサービスは原理において両性に開かれている．そのため，そ  

の意味では，看護本来の本質の概念は，ケアと正義の間の関連の概念によって決定さ  

れている．将来，看護の本質の実現は，両方の倫理と正義の二つの概念にますます影  

響される可能性が高いのである．本稿では，看護とケアのこれら二つの側面が看護教  

育の不可欠な部分であり，看護の本質を実現できることを強調する。  

キ由ワ匝ド：看護の本質，看護基礎教育，世話の倫理，正義の倫理  

って将来的にも役立つであろうと思われたり  

するものと思われる．看護職を志す理由とし  

ては，仕事に生きがいを感じ，他の人のため  

に働きたいというものがあるだろう．また，  

女性が経済的な保障を得るための一生の仕事  

として看護職を選択し，「国家試験受験」の  

資格取得を目的として志す場合もあろう．以  

上のような考え方は歴史的，現実的な状況を  

反映させたもので，そのような価値，社会的  

使命を果たす必要性は高いものではあるが，  

看護（ケア）およびその教育は性別によって影  

響を受けるべきではなく，その本質および方  

向性を見失う恐れもある．i少子高齢化に伴  

い，看護を始めとしたケア関連の職業に従事  

する人は増えている．近年の看護系大学の新  

はじめに   

看護職（保健師，助産師，看護師，准看護  

師を総称した名称）の就業はほとんどが女性  

で占められており，昨今の大学受験での女子  

の第一希望は看護系学部・学科となってい  

る．かつて看護基礎教育は女性を対象とした  

課程として位置づけられ職業教育を目的とし  

たもので，同じ医療職でありながらも医学教  

育とは異なっていた．それは，結果的に看護  

のあり方をも決定づけるものとして機能した  

といえよう．看護の業務には日常生活の世話  

があり，nul・seの語源に「乳母」，「保育者」  

という意味があるように家事，育児との関連  

が深い．それゆえ女性にふさわしい仕事だと  

されたり，看護の知識を持つことは女性にと  

＊九州看護福祉大学看護福祉学部社会福祉学科  

i看護とケアは厳密に使い分けるのが困経で，特にケアについてはその語の使用が広範かつ多彩（看護・介護・  

介抱・援助・支援・教育・養育・医療処置・経済援助・情報提供・商品管理など）である．本稿では，看護とケ  
アの概念は「哲学・思想的レベル」で根本的に同様とし，概ね看護で統一してケアにまで言及する時のみ「看護  

（ケア）」としている（広井良典は「①臨床的・技術的レベル」，「②制度的・政策的レベル」，「③哲学・思想的レ  
ベル」という分け方をしている．広井良典，医療学総論－ケアを科学する－，金原出版（東京），3－5，2000）．  
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設，短大から4年削への移行によって男子学  

生数は増加しつつあり，他職種から看護職へ  

転向する男性も少なくない．このような社会  

変化に対応するべく2002年3月より看護婦・  

看護士という名称が統一され「看護師」とな  

り，職種によって保健師，助産師，看護師，  

准看護師と使い分けられることとなった．   

本稿では，これまでの看護基礎教育に焦点  

をあて女性性に代表される「世話の倫理」と  

の関連から考察を行い，看護の本質に関する  

若干の私見を述べる．  

ある．看護教育機関は文部科学省の省令によ  

る設置基準によって設置され，国家試験受験  

資格を得るためには，文部科学省と厚生労働  

省の共同省令である保健師助産師看護師学校  

養成所指定規則によって定められた条件を満  

たした教育を終了しなければならない．そし  

て，看護教育機関は複数存在し，その課程の  

修業年限は1年以上から4年と様々である  

（表1）．   

そもそも教育は憲法第26条の「教育を受け  

る権利・教育の義務」に基づいて，教育基本  

法において教育を実現するための基本的態度  

と内容が規定され，さらにその精神は学校教  

育法によって具体的な表現となり制定されて  

いる．看護師の養成教育のほとんどはこのよ  

うな学校教育体系の中に位置づけられてはい  

なかった．これについて，杉森ほ「学校数育  

体系と職業教育」において三点の指摘をして  

Ⅰ．看護基礎教育のあり方  

1．看護教育制度   

看護の基礎教育のあり方は二重の規定を受  

けており，法においては「教育基本法」・  

「学校数育法」と「保健師助産師看護師法」  

で省庁においては文部科学省と厚生労働省で  

表1看護教育機関に関連する法と設置基準  

学校教育法   看護教育機関   設置基準   

大学   
大学設置基準  

第1条に該当する学校  短期大学   短期大学設置基準  

高等学校（衛生看護科，衛生看護専攻科）  高等学校設置基準   

第82条の2に該当する学校  専修学校：専門課程，高等課程   専修学校設置基準   

第83条に該当する学校   各種学校   各種学校設置基準   

＊ 専修学校の課程（学校数育法第82条の3より抜粋）  

高等課程：中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部大臣の定めるところによりこれと同   

等以上の学力があると認められた者に対して，中学校における教育の基礎の上に，心身の発達に応じて前   

条の教育を行うものとする．  

専門課程：高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部大臣の定めるところによりこれに   

準ずる学力があると認められた者に対して，高等学校における教育の基礎の上に，前条の教育を行うもの  

とする．  

いる（表2）．   

要するに，これまでの看護の基礎教育制度  

におけるあり方は資格を規定するための専門  

職業人としての養成教育で，学問としての看  

護の教育は保障されていなかったというこ  

と，そして，それを容認する医療界，社会体  

制が存在していたということである．同時に，  

そのような教育のあり方でも看護師の活動，  

看護機能にとっては大きな支障がなく，看護  

という位置づけ，役割がそれ相応のものであ  

ったとも考えられる．それはまた，患者の提  

供される看護，保健・医療水準のレベルの問  

題であり，社会が看護に対してどのような必  

要性を示していたかを表すものだともいえる  
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表2 学校教育体系と職業教育に関する指摘  

「看護婦の国家試験に必要な知識，技術を数え，さらに看護  

1．看護師の養成教育が徒弟制度  
婦になろうという若い人たちに昔から続いてきた看護婦という  

によって行われているというこ  
職業人の典型のような，ある特定な態度を並行して伝えていく  

とに対して．  
ベきだとする」教育観に立って行われる教育を指し，また「看  

護学生の教育を受ける権利や自由を尊重せず，ただ労働力とし  

て使う」という学生観を指して用いられることが多い．   

「正確に表現すれば，特定の職業が，ある種の職業に隷属さ  

2．異種職業観の身分的階層から     せられていたのであって，同業者の後輩を養成することを目的   

なること，文化的社会的環境とい  とした徒弟制度とは本質的に相違がある．日本だけでなく，職   

う制約を受けた性的差別を基盤と  業教育は洋の東西，社会思想の右左に関わりなく徒弟制度とし   

した身分的階層からなることとの  て発達してきた．しかしどこの国にもないわが国の特徴は，職   

二重構造に対する指摘．   業訓練を主目的とする学校を経て，大学を含む高等教育への進  

学の道を開いていない点である．」   

「職業教育に対する偏見は根強く，低学力の学生が集中する  

といった人間に対する価値観の片寄りや，技能労働の軽視，更  

3．教養水準に対する指摘．  に労働概念の貧困や，女工哀史のおもかげを持つ女性労働への  

偏見などが絡み合い，日本人の成熟した豊かな職業意識の育成  

を阻害している．これこそは日本人の教養水準と関連している  

のである．」   

杉森みど里、看護教育学第3版、医学書院（東京）、39－40（1999）を参照し、表としてまとめた。  

（八三条の二第一項），違反者には罰則が科せ  

られる（九二条）となっている．一条学校以  

外の教育施設には，専修学校（八二条のこか  

ら十），各種学校（八三条）と，他の法律に  

特別の規定がある教育施設（八三条一項括弧  

書き）がある．“一条学校”における教育の  

意義は，第二次世界大戦後の学校数育制度が  

どのような歴史的背景を踏まえて制定されて  

きたかをみることで明らかになる．その変化  

は，それまでの教育勅語から国民主権，平和，  

民主主義と真理に基づく教育の推進といった  

基本理念に代ったこと，教育が基本的権利と  

して位置づけられたこと，勅令主義から法律  

主義に改まり，教育の自由が保障されるよう  

になったことである．教育は「公の性質」を  

持つものでなければならず，法律で制定する  

ことによって教育の基本的権利を保障しよう  

とする．教育が人々に与える影響は大きく，  

思考や行動，生き方を決定してしまう場合も  

あり，戦後の新たな学校教育制度は，戦前の  

のである．  

2．学校教育制度と看護師養成教育   

看護においては，看護学という学問として  

のあり方，看護教育という“一般的・普遍的  

教育”のあり方を追及するのではなく，看護  

師という職業人の養成を教育に課していたの  

である．もちろん，教育は人を育てるために  

あり，専門職といわれる職業における教育内  

容は高度かつ豊富である．だが，専門学校を  

主流とした看護教育は，「法律に定める学校」  

の範疇にはない学校における教育である．そ  

れは，教育制度には位置づけられていない学  

校，つまり「指定規則における学校」での教  

育で，傍系として「学校の正系」または「正  

規の学校」と呼ばれる一条学校とは区別され  

ている．一条学校以外の教育施設は学校教育  

法において「専修学校，各種学校その他第一  

条に掲げるもの以外の教育施設」と位置づけ  

られ，一条学校の名称を用いてはならない  
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教育のあり方を省みてそのようなことを繰り  

返さないためにつくられたものなのである．  

特定の私人によって教育が為される場合，基  

本理念である「国民主権，平和，民主主義と  

真理に基づく教育」が必ずしも行われるとは  

限らず，そのため「公」であることが重要だ  

とされ，学校数育の設置は「国又は地方公共  

団体の外，法律に定める法人のみ」とされて  

いる．教育はまず憲法第26条の「教育を受け  

る権利・教育の義務」に始まり，教育基本法  

の第一条には「教育の目的」が明らかにされ，  

そして，これを受けて，教育基本法第6条に  

は「学校教育」が，学校教育法第1条には  

「学校の範囲」が定められ その範囲内の学  

校は“一条学校”（正規の学校，学校の正系）  

と呼ばれ，大学には短大，大学院も含まれる．  

そのため，“一条学校”において行われてい  

る教育は公にも認められたもので，学校数育  

として国民の「教育を受ける権利」を実現す  

るために行われ，教育基本法第1条の「教育  

の目的」を具現化するものとなるのである．  

“一条学校”が正規（正系）と表現されてい  

るように，そこでの教育と“一条学校”以外  

の教育は一つに括ることのできないもので，  

一般的に学業の行われている場を指して全て  

「学校」と呼ばれているが，厳密には「公の  

性質」をもつ学校数育とそうではない教育の  

場があるということなのである．看護基礎教  

育は“一条学校”以外である専門学校での3  

年課程もしくは准看護婦課程における教育が  

主流で，これは現在も続いている．日本看護  

協会の「看護関係統計資料集」によると2000  

年の時点で課程別養成定員（1学年）の多い  

順は以下のとおりである（百分率はわかりや  

すいように著者が書き加えた）．り  

③看護婦2年課程 17，953人（20．17％）  

（む看護系大学  5，950人（6．68％）  

（9短大3年課程  4，580人（5．14％）   

「G）准看護婦課程」には高等学校衛生看護  

科が含まれ，「③看護婦2年課程」には進学  

課程の短大が含まれるため，この人数だけで  

は“一条学校”とそれ以外の学校の厳密な定  

員数は明らかになりにくい．しかし，「④看  

護系大学」と「⑤短大3年課程」の定月数の  

合計は10，530人で全体の11．82％でしかない．  

これに，高等学校衛生看護科と短大の進学課  

程の定員数を加えたとしても，“一条学校”  

で教育を受けている生徒および学生数が“一  

条学校”以外の生徒数を上回ることはないだ  

ろう．以上のことから，看護に関する教育は  

公教育以外による教育機関によって担われ，  

その目的は国家試験受験資格を得るためのも  

のだったのである．それは，同じ医療職種で  

ある医師の養成教育とは全く異なる．医師法  

は昭和22（1947）年7月30日に制定され，第  

11粂の〔医師国家試験受験資格〕の中で，  

「一 学校教育法（昭和22年法律第26号）に  

基づく大学（以下単に「大学」という．）に  

おいて，医学の正規の課程を修めて卒業した  

者」と定められた．保健婦助産婦看護婦法は  

その1年後の昭和23（1948）年7月30日に制  

定されたが，看護職の受験資格には“一条学  

校”の卒業という規定は設けられなかった．  

受験資格を単純に比較をすることは無謀なこ  

とではあるが，そもそも医師と看護師の養成  

教育のあり方は法律制定の時点から異なって  

おり，看護が高等教育における教育を必要と  

せず資格取得を目的とした養成教育だったの  

は，そのあり方を職業としてのみ位置づけら  

れていたためだと考えられるのである．その  

ため，“一条学校”以外の看護の養成教育を  

修了した後に教育研究活動へ従事したい，専  

①看護婦3年課程  34，074人（38．27％）  

¢）准看護婦課程  26．470人（29．73％）  
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づけられていたということと全く無関係では  

なかったと思われる．また，女性の教育およ  

び進学がかつては困難で限られていたことも  

看護教育が高等教育へ移行できなかったこと  

に関係しているであろう．さらに，看護およ  

びケアに対する認識，そして学問化の意義に  

ついてあまりにも認識されてこなかったこと  

も指摘できるであろう．   

平成3（1991）年に看護婦不足が大きな社  

会問題となり，旧・自治省が平成4（1992）  

年度から自治体が設置する看護系大学，短大  

の整備に財政支援を決定し，その後看護系大  

学の数は年々増加した（1985年から1991年ま  

での6年間は11校，1992年14校，1993年21校，  

1994年30校）．これには，平成4（1992）年  

に制定された「看護婦等の人材確保の促進に  

関する法律」が大きく影響している．それは，  

基本方針の一つに「看護婦等の養成に関する  

事項」があり，国および地方公共団体の責務  

として「（略）看護婦等の確保を促進するた  

めに必要な財政上及び金融上の措置その他の  

措置を講ずるよう努めなければならない．」  

と明文化されたのである．ivこのような社会  

制度によって，ようやく大学という高等教育  

門性を高めたいと希望しても大学院への進学  

は適わず大学へ再度入学しなければならなか  

った．それは，平成8（1997）年に学校教育  

法の一部が改正され，傍系の学校とされる専  

門学校の卒業生の大学編入が可能になるまで  

続いた．iiまた，看護学研究科が初めて誕生  

したのほ昭和54（1979）年の千葉大学におい  

てで，それまでは看護学の修士号・博士号の  

取得は海外でなければ不可能だったのであ  

る．平成14年度現在，大学。大学院の数は  

100大学，大学院研究科53課程，博士課程16  

となっており，ii】過去の大学・大学院数にっ  

いては表3にまとめたので参照していただき  

たい．医師と看護師はそれぞれの専門の分野  

が違い，医療における役割の違いがある．し  

かし，教育制度の始まりの時点から医師は高  

等教育修了者，看護師は中等教育修了者と位  

置づけられていた．これは，医療が医業その  

ものであったということと医師の従事者は概  

ね男性によって占められていたということ，  

また，看護師・准看護師が医師の補助業務を  

担当し，その延長のようにして医院等におけ  

る勤労を課せられたりしながら学生として学  

び，卒業後も「お礼奉公」として勤務を義務  

表3 各看護教育課程の設置数と比率  

年 次   専門学校  短 大   大 学  修士課程  博士課程  合 計   

1969（昭和姐）年  362（95．7）  12（3．2）  4（1．1）  0  0  378（100）   
1974（昭和49）年  623（95．2）   22（3．4）   9（1．4）   0   0  654（100）   

1979（昭和54）年  779（93．9）   40（4．8）  10（1．2）  1（0．1）  0  830（100）   
1984（昭和59）年  781（92．3）   53（6．3）   10（1．2）   2（0．2）   0  846（100）   

1989（平成1）年  787（90．3）   70（8．0）   12（1．4）   2（0．2）   1（0．1）  872（100）   

1994（平成6）年  881（88．9）   74（7．5）   30（3．0）   4（0．4）   2（0．2）  991（100）   

杉森みど里「看護教育学 第3版」医学書院（東京），68，（1999）の中から，「表2－15 日米の看護教育課  

程比率の変遷（％）」より日本のみの変遷を5年毎にまとめた．  

ii学校教育法 〔専修学校修了者の大学編入学〕 第八十二条の十  

専修学校の専門課程（修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る．）  

を修了した者（第五十六条に規定する者に限る．）は，文部科学大臣の定めるところにより，大学に編入学する  

ことができる．  

西 日本看護協会，平成14年版 看護白書，日本看護協会（東京），298（2002）  

山門脇豊子・清水嘉与子・森山弘子，看護法令要覧 平成13年版，日本着護協会，753頁，2001年．  
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機関による看護師養成教育がなされるように  

なった．現在の教育，医療に関する法律の制  

定は昭和20年代前半で，その後50年以上の年  

月が経過している．その間，医療は大きく躍  

進し，人々の医療に対する要求度も高まった．  

このような医療環境，社会背景に看護基礎教  

育の変化も無関係ではない．だが，“一条学  

校”という公の教育に位置づけられずとも看  

護師養成教育が地道に続けられてきたことが  

今日の看護系大学教育に結びついており，ま  

た，国家試験受験資格という一定レベルが定  

められていたことで，学校数育制度には含ま  

れなかったものの〈公的な責任を担った教育〉  

がなされてきたと考えられる。そして，何よ  

りも看護が人々の生命に関わり，健康問題を  

抱えた人々を対象とし援助を行うという職業  

であるという点も重要ではなかったかと思わ  

れるのである．つまり，看護の重要性を認識  

し目的意識を持った女性達が看護職を目指  

し，養成課程を卒業すれば患者と出会い，看  

護を実践する中で自らの生き方を創造してい  

ったであろうということである．そこには，  

学校教育制度における教育，学歴重視の教育  

とはまた別の重要な「教育」のあり方があっ  

たと思われるのである．  

の応急処置に対応するために看護が必要であ  

り，兵員と同性の男性が看護を行っていた．  

その後，昭和16（1941）年の看護婦規制の改  

正時には，戦争によって看護婦の需要増大に  

より資格年齢が18歳から17歳に引き下げら  

れ，昭和19（1944）年には16歳となった．要  

するに，看護はその時代および社会の影響を  

受けながらそのあり方を変容し続けていたの  

である．それでは，なぜ看護が女性の職業で  

あるかのような位置づけになったのか，これ  

までの経緯を振り返りながら考察を行ってみ  

たい．   

最短の教育年数で看護師受験資格を得るに  

は，高等学校衛生看護科を卒業後，2年間の  

専攻科もしくは短大の進学課程を修了すれば  

よい．“一条学校”における教育でも看護師  

には中等教育終了者から高等教育終了者まで  

おり，学歴としては前者が高等学校（衛生看  

護専攻科も高等学校卒業となる），後者が短  

大（2年の進学課程と3年課程），大学の卒  

業である．また，“一条学校”以外の教育機  

関であれば，さらに様々な国家試験受験資格  

の取得方法がある．准看護師は国家試験資格  

ではなく，その仕事は医師，歯科医師又は看  

護師といった他の医療従事者からの指示を受  

けて行わなければならない．∨准看護婦は，  

昭和26（1951）年9月に施行された保健婦助  

産婦看護婦法の改正において，それまでの看  

護婦の甲種乙種が廃止され，准看護婦制度が  

新設されたことによるものである．その後，  

昭和34（1959）年には看護婦不足が表面化し，  

昭和35（1960）年5月には旧・厚生省に「医  

療制度調査会」が設置され，昭和38（1963）  

年3月には同調査会が「医療制度全般につい  

ての改善の基本方策に関する答申」を提出し  

Ⅲ．看護基礎教育における女性性   

看護の教育においては女性性という特徴が  

色濃いものだと思われる．しかしながら歴史  

を振り返ると，明治元（1868）年には「横浜  

の洲弁天境内に軍陣病院開設，院長ウイリス  

は初めて女の看護人」をおき，明治4（1871）  

年には「広島の兵員養所で男子看護貞による  

組織だった看護がはじまった」とされる（下  

線は著者追加）．当時ほ戦時下における兵員  

∨〔准看講師の定義〕  

第六条 この法律において「准看護師」とは，都道府県知事の免許を受けて，医師，歯科医師又は看護師の指示  

を受けて，前条に規定することを行うことを業とする者をいう．  
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受ける権利」自体が保障されずに，その選択  

の機会もなかったということである．これら  

は看護需要側の要因に関連していると思われ  

る．  

看護教育のあり方は近年になってようやく整  

備されつつあるという段階で，これからはさ  

らなる基礎教育の充実と裾野の広い看護教育  

へ向けての期待がかかる．それは，とりもな  

おさず患者の看護の充実につながるので早期  

の実現が必要である．これまで，看護が女性  

によって担われてきたことで，女性でなけれ  

ば行われにくい配慮，優しさにより多くの患  

者が救われたり，療養生活を健やかに過ごせ  

たりという面があったであろう．また，看護  

職の資格という利点があったとしても特別の  

優遇された勤労状況，給与が約束されていた  

わけではない中での，一人ひとりの看護職者  

による地道で確実な看護が行われてきたこと  

も事実である．それは，看護の養成教育にお  

ける〈公的な責任を担った教育〉の重みであ  

り，臨床において患者の生きることを支援す  

る看護を実践することで培われた看護者自身  

による自己教育の力と看護を支える専門性の  

発達があったためだと考えられる．しかしな  

がら，このようなあり方は個人もしくは女性  

の特性という個々の要因に期待するところが  

大きいため，その進展も遅々としたものでし  

かない．近年の看護基礎教育が高等教育によ  

って担われるようになってきた過程をみれ  

ば，組織的，全体的な教育の必要性とそれを  

可能にする「公の性質」を持って推し進める  

ことの重要性が裏づけられたといえよう．そ  

して，ここにきてようやく看護基礎教育にお  

ける女性性という視点の必要性と懐疑，看護  

（ケア）の本質はいかなるものかという基底概  

念の形成へ向けた思索が生まれるようになっ  

たといえるのである．  

た．その翌年の昭和39（1964）年4月から高  

等学校衛生看護科が開設され，県立高等学校  

を初めとした100余校に看護科が設置された．  

以上の流れから明らかになるのは，看護の教  

育が人数確保を目的としたもので，資格授与  

による量産を図るような職業人育成のあり方  

だったということである．それは，患者の入  

院生活を援助するためには看護活動が24時間  

欠くことなく行われ続ける必要があり，その  

ためには看護師の数の充足が不可欠である．  

そして，その方法として短期間での養成，労  

働力としての若さという価値の重視があり，  

そのような教育には高等学校衛生看護科や専  

門学校における実践力の養成という教育のあ  

り方がふさわしいものであったことが伺え  

る．   

そもそも看護という人への援助を仕事内容  

とし，人との接遇は女性的である方がより好  

まれるとするならば，その教育自体も女性に  

よってなされるであろうし，そのあり方は女  

性性を反映したものとして決定づけられるで  

あろう．また，「量産，短期間の養成，若さ」  

「医師の指示に忠実に従う，指示する者が高  

学歴である方が指示系統を保ち易い」といっ  

た求人（看護需要）側の思惑，「女性の一生  

の仕事として，看護の知識・技術は結婚して  

家庭に入っても役に立つ（嫁入り道具の一つ  

という感覚）」といった看護職志望（看護供  

給）側の思惑，さらには「看護サービスは女  

性の方がよい，男性には世話を頼みにくい」  

といった社会状況が重なり合い女性性と看護  

の教育は結びつけられることになったと思わ  

れる．   

前述してきたように看護基礎教育が公教育  

として認められていなかったということは看  

護職の養成が公的な責任においてなされず，  

看護系大学および大学院という高等教育機関  

の不足は，看護基礎教育においては「教育を  
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り方，医療の中での看護の役割と重複するも  

ので，女性性が発揮されてきた看護の状況，  

看護を取り巻く社会のあり方との類似性とも  

いえるであろう．これは，看護においては女  

性性という側面が不可欠である，もしくは女  

性性は看護活動が活発化したり促進したりす  

るために必要な特性だと考えられる．そのた  

め，看護においては男性性，男性原理といわ  

れるあり方が却って看護活動の抑制，妨げに  

つながるものと思われよう．だが，ここで，  

ケア論からその対称にあるとされる正義論の  

観点および内容を含まなければならないとい  

うことを指摘しておきたい．それは，ケア論  

と正義論のそれぞれの倫理・原理を並べ合わ  

せてみた時に初めて双方の違いと意義が明ら  

かになるように，どちらか一方の論理に偏る  

ことなく，それら双方の視点を行きつ戻りつ  

することの重要性である．そして，看護の本  

質の実現化は，双方の倫理・原理が含まれる  

ことによって成立するであろう理論およびそ  

のあり方なのである。つまり，看護がケア論  

において主張された特徴，女性性のあり方を  

色濃く反映することによる限界と看護の本質  

が具体的な看護活動において具現化すること  

への妨げである．看護の方向性は社会・経済  

状況，人々の価値観といった様々な要因に左  

右されやすいものではあるが，看護の理論性，  

看護活動における根拠，看護者の公平性とい  

った正義論によって代表される要素は不可欠  

で，現在，それらの要素を一つ一つ明確化し  

ていくために多くの研究も盛んに行われてい  

る．そのため，看護においては女性性をいか  

に位置づけ，その上で，女性性と男性性とい  

う双方の側面をいかに取り組み，これまでに  

Ⅲ．看護の本質の実現   

かつて議論された「ケア対正義論争」の中  

から，女性原理，世話の倫理に注目しつつ，  

看護の本質はいかに具現化されるべきかとい  

う方向性について論考を試みたい．紙幅の関  

係もあり概観を辿る程度でしかないが，これ  

までの看護基礎教育に見られた女性性が今後  

の看護のあり方へいかに連動するとよいのか  

その手掛かりの一つになればと考えている．  

かつて，“Care／JusticeDebate”（ケア対正義  

論争）において，ケア諭は対向として「正義  

論」を配置することで，双方の特殊性をより  

明確な形として表わすことを可能とした．こ  

の一連の経緯ほ，Cal・01Gilligan（キャロル・  

ギリガン：1964－）が『もうひとつの声  

男女の道徳観のちがいと女性のアイデンティ  

ティ』の中で「世話の倫理」というケアの新  

たな価値を見出し，その後，NelNoddings  

（ネル・ノッデイングズ：1929一）が著書  

『ケアリング 倫理と道徳の教育一女性の観  

点から』で，HelgaKuhse（ヘルガ・クーゼ）  

が著書『ケアリング 看護婦・女性・倫理』  

の中で正義論に対比しつつケア論について論  

述を行っている．ケア諭において主張された  

ことをまとめると以下のようになる．vi  

（∋「世話の倫理」（ethicofcare）  

（参自己は他者との「相互依存性」やネット   

ワーキングの中に位置づけられる  

④責任やケアリングに基づいた女性的な推   

論（理由づけ）モデル   

ケア論における主張である3つの観点およ  

びその内容は，これまでの看護基礎教育のあ  

Vi正義論における主張は，①「正義の倫理」（ethicofjustice），②自己はあくまで他者から「分離」した存在，  

「自律」の主体，③抽象的な権利をベースとする男性的な推論モデル，というものである．  

川本・文献3）の内容をわかりやすく対比した形でまとめた．  
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はなかった新たな倫理性・概念の樹立とそれ  

を実現化するための具体的一方策として看護  

基礎教育を考えていくべきであり，それが今  

後の課題になると思われるのである。  

U．P．，1971  

3）JhonRawIs（矢島釣次他訳），正義論，紀   

伊国屋書店（東京）（1979）  

4）川本隆史他，現代倫理学の冒険 一社会  

理論のネットワーキングへ－，創文社   

現代自由学芸叢書（東京）66－70（1995）  

5）キャロル・ギリガン（岩男寿美子監訳），  

もうひとつの声 男女の道徳観のちがい  

と女性のアイデュンティテイ，川島書店   

（東京）（1986）  

6）ヘルガ。クーゼ（竹内徹，村上弥生訳），   

ケアリング 看護婦・女性・倫理，メデ  

イカ出版（大阪）（2000）  

7）NelNoddings，CaringAFeminineApproach   

toEthics＆MoralEducation，UniversltyOf  

CaliforniaPress，1986  

8）ネル・ノッデイングズ（立山善康訳），   

ケアリング 倫理と道徳の教育一女性の   

観点から，晃洋書房（東京）（1997）  

おわりに   

近年，いずれの専門職においても高度化が  

進み知識・技術のみならず，その職業におけ  

る倫理観・哲学も問われるようになってい  

る．それこそ看護において，その養成のあり  

方が資格取得のみを目的とするのは問題で，  

人間理解には幅広い一般知識，探い教養が不  

可欠だと考えられる．   

「つまり，対象のもつ能力に応じた能力に  

よるのでなければ，立ち入った観察や認識は  

不可能だというのである．」痛   

看護職においては，このような言葉の重み  

を理解し受け止めなければならない．看護が  

対象の存在とその理解を必要とする実践的な  

活動である以上，看護者は常にそのような能  

力を鍛え，活用するという使命がある．そし  

て，そのような能力の養成には性別に因るこ  

となく，男性性と女性性の融合もしくは統合  

といった方向性によって可能になるべきもの  

で，看護が援助活動として社会において有用  

とされるものであるのならば尚のことその本  

質を踏まえた看護のあり方およびその教育が  

模索されなければならない．社会転換を迎え  

つつある現代において，看護の新たな発展の  

基盤作りが重要だと考えられるのである．  

文 献  

1）日本看護協会編，平成13年版 看護白書，   

日本着護協会（束京），45（2001）  
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雨中村雄二郎，臨床の知とは何か，岩波書店，42頁，2000年．  
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Abstract  

ThusfaI・，aqualifiednursewasregal・dedtobeawoman，andwomenwerearn叫OrPar［ofthe  

nurslnglaborforce．TheorlglnalformofnurslngWaSmOStlypartofthehot］SeWOrk，the  

nurtureandcareofthesicktookplaceinthefamily，andknowledgeofnurslngWaSVery  

usefulfbrdailylife．However，thesefactorsaremerelyparticularaspeCtSOfnurslngand，in  

BasicNurslngEducation，WemuSttakeaccountofthefactthatthenurslngVOCationisan  

attractivecareel・initself．Due tothe specialcircumstancesthataccornpanied thenurslng  

PrOfession，itswagesandthenatureofservicesrelatedtocareNglVlnglngeneral，thenurslng  

fieldtendedtobedominatedbyfemales．However，atpreSent，SerVicesconnectedwiththe  

nurslngfieldareopentobothgendersinprlnCIPle．Sointhatsense，theconceptofthetrue  

essenceofnurslngisbeingdeterminedbytheideasoftherelationshipbetweencareand  

JuStice．Therealizationoftheessentialsofnurslnglnthefutureislikelytobeevenmore  

influencedt）ytheconceptsofethicsandjustice．Thispaperemphasizesthatifthesetwo  

aspectsofnurslngandcare－glVlngareanintegralpartofnurslngeducation，therealizationof  

essentialnurslngCantakeplace．  

ー252一   


